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正社員での雇用は、中長期的な視点での人材育成、技術の伝承が行いやすく、顧客との関係や企業イメージの向上に
つながるというメリットもあります。正社員雇用についてご検討ください。
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 Front Line（フロントライン）とは「最前線」という意味です。相双地区は東日本大震災・原発事故の被災地であり、
 日本の雇用の最前線であることから、その状況をわかりやすく伝える情報誌として、このような名称としました。
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ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和3年9月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数や、求職者が
ハローワークインターネットサービスの求人に直接応募した就職件数等が含まれている。
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5年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 7年 7年 7年 7年 7年
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

347 521 620 544 693 513 463 463 423 482 475 417 362 534 632 518 735 514

1,179 1,343 1,085 1,264 1,043 933 1,035 1,059 872 1,011 1,206 865 915 1,181 1,026 1,118 1,119 839

5年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 7年 7年 7年 7年 7年
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

1,904 1,951 2,124 2,244 2,316 2,281 2,146 2,090 2,000 2,024 2,001 1,873 1,781 1,888 2,097 2,184 2,347 2,229

3,224 3,373 3,489 3,456 3,131 3,006 2,858 2,857 2,811 2,858 2,933 2,916 2,876 2,893 3,018 3,091 3,023 2,875

職業紹介状況報告（様式1号）より集計　　

5年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 7年 7年 7年 7年 7年
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

全国 1.27 1.27 1.26 1.27 1.26 1.25 1.24 1.25 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26 1.24 1.26 1.26 1.24

福島県 1.34 1.31 1.29 1.32 1.29 1.27 1.26 1.26 1.26 1.26 1.25 1.24 1.24 1.27 1.26 1.31 1.30 1.30

相双 1.69 1.73 1.64 1.54 1.35 1.32 1.33 1.37 1.41 1.41 1.47 1.56 1.61 1.53 1.44 1.42 1.29 1.29

＜最新の雇用失業情勢ﾃﾞｰﾀ＞ 令和　７　年　５　月分
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完全失業者数 全国 万人 （前月比

完全失業率・完全失業者数は季節調整値となる。出典は総務省統計局「労働力調査」
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　　　　　　　　　　　　　（注）全国及び福島県の月間有効求人倍率は季節調整値、相双は原数値となる。 （福島労働局公表）
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5年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 6年 7年 7年 7年 7年 7年
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

　　就職件数 147 151 191 338 232 213 190 217 135 180 198 147 154 167 182 283 267 203

　　うち常用 133 130 172 323 219 193 178 196 127 165 185 138 134 145 162 265 230 185

合計　　　　　　　

１．２５ ±０
１．２５ ±０

※支給金額は千円未満を切り捨てています。
このため本月計とは一致しないことがありま
す。
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　（紹介月報（様式7号））

管内の雇用保険業務取扱状況       令和7年5月分
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採用をお考えの事業主の皆さまへ

早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース）のご案内

LL070401政01

事業主の経済的事情により離職を余儀なくされた労働者で「再就職援助計画」の対

象となった方または雇用保険の特定受給資格者の方を、早期に雇い入れ、賃金（※）

を雇い入れ前の賃金（※）より５％以上上昇させた事業主に対して助成します。
※ 毎月決まって支払われる賃金をいいます。

◼ 「再就職援助計画」
事業規模の縮小など経済的事情で相当数の労働者が離職を余儀なくされる場合、事業主は、労働者に

対する「再就職援助計画」を作成し、ハローワークの認定を受ける必要があります。

◼ 「再就職援助計画対象労働者」
再就職援助計画の対象となった方のことを指します。再就職援助計画対象労働者証明書をお持ちです。

◼ 「雇用保険の特定受給資格者」

倒産や解雇など、主に会社都合により離職した方のことを指します。

※ 特定受給資格者および特定理由離職者の範囲の概要：

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html

◼ 「毎月決まって支払われる賃金」

時間外手当および休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当をいいます（労働

協約、就業規則または労働契約において明示されているものに限ります。）。

より詳しくは、裏面の二次元バーコードからガイドブック p.５をご参照ください。

貴社に雇い入れられる直前の離職の際「再就職援助計画対象労働者（※）」であった方または雇用保

険の特定受給資格者であった方。

※ 再就職援助計画対象労働者は、「再就職援助計画対象労働者証明書」をお持ちですので、採用

応募時や面接時に証明書の有無を確認してください。

・都道府県労働局・ハローワーク

助成金の対象

労
働
者

事
業
主

① 「再就職援助計画対象労働者」または「雇用保険の特定受給資格者」を、その離職日の翌日から３

か月以内に、雇用保険被保険者かつ期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主。

② 当該労働者を、雇い入れ日から６か月を超えて引き続き雇用している事業主。

③ 当該労働者の雇い入れ後の毎月決まって支払われる賃金を、雇い入れ前の毎月決まって支払わ

れる賃金より５％以上上昇させていること。

※試用期間中の賃金が低く設定されている場合は、試用期間後の労働条件による毎月決まって支

払われる賃金と比較することができます。

2025（令和７）年４月１日改正

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
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